
児
童
課
1
66
◆

1
1
0
7

非
常
勤
保
育
士
を
募
集
し
ま
す

平
成
23
年
4
月
採
用
予
定
の
非

常
勤
保
育
士（
ク
ラ
ス
担
任
）
を

募
集
し
ま
す
。

勤
務
時
間
は
、
午
前
7
時
30
分

か
ら
午
後
7
時
15
分
ま
で
の
う
ち

1
日
7
時
間
45
分
、
週
36
時
間
45

分
以
内
で
雇
用
期
間
は
原
則
1
年

で
す
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て

最
大
5
年
ま
で
期
間
を
延
長
し
ま

す
。

募
集
人
員　
15
人
程
度

対　
象　
保
育
士
証
ま
た
は
指
定

保
育
士
養
成
施
設
卒
業
見
込
み

証
明
書
を
有
し
、
昭
和
30
年
4

月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

要
綱
の
配
布　
11
月
25
日
㈭
〜

受
付
期
間　
12
月
6
日
㈪
〜
20
日

㈪
試
験
日　
12
月
25
日
㈯

応
募
方
法　
所
定
の
履
歴
書（
児

童
課
に
あ
り
ま
す
）を
自
筆
で

記
入
の
上
、
児
童
課
へ
。

そ
の
他　
短
時
間
勤
務
の
パ
ー
ト

保
育
士
の
登
録
は
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
児
童
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

人
事
課
1
66
◆

1
1
6
3

非
常
勤
職
員
を
募
集
し
ま
す

平
成
23
年
4
月
採
用
予
定
の
非

常
勤
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

非
常
勤
職
員
と
は
、
原
則
と
し

て
1
週
間
の
勤
務
時
間
が
33
時
間

45
分
以
内
で
、
補
完
・
補
助
的
業

務
な
ど
に
従
事
す
る
非
常
勤
の
職

員
で
、
雇
用
期
間
は
原
則
1
年
で

す
。
た
だ
し
、
期
間
延
長
す
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。

要
綱
の
配
布　
11
月
25
日
㈭
〜

受
付
期
間　
12
月
6
日
㈪
〜
20
日

㈪
※
郵
送
の
場
合
は
12
月
17
日
㈮
の

消
印
ま
で
有
効

試
験
日　
1
月
8
日
㈯

応
募
方
法　
申
込
書（
人
事
課
に

あ
り
ま
す
）
を
人
事
課
へ
。
郵

送
可
。

〔
応
募
資
格
・
職
種
・
人
員
〕

対　
象　
15
歳
以
上
65
歳
未
満
の

方（
昭
和
21
年
4
月
2
日
か
ら

平
成
8
年
4
月
1
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
）

○
一
般
事
務
嘱
託
員
…
10
人
程
度

○
介
護
支
援
専
門
員（
介
護
認
定

調
査
業
務
）
…
1
人

○
道
路
補
修
、
公
園
整
備
な
ど
の

土
木
業
務
嘱
託
員
…
3
人

○
身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
一

般
事
務
嘱
託
員
…
若
干
名（
た

※
水
中
運
動
が
危
険
と
判
断
さ
れ

る
場
合
、
参
加
を
お
断
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

定　
員　
各
コ
ー
ス
と
も
12
人

（
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

※
い
ず
れ
か
1
コ
ー
ス
の
み

参
加
費　

◆
国
保
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療

加
入
の
方..................

千
800
円

◆
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
の
方

 
..................................

5
千
円

申
し
込
み　
12
月
20
日
㈪
ま
で
に
、

保
険
証
を
持
参
の
上
、
保
険
年

金
課
ま
た
は
ユ
ト
リ
ー
ナ
蒲
郡

へ
。
ま
た
は
、
ハ
ガ
キ
、
フ
ァ
ク

ス
、
メ
ー
ル
で
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
・
国
民
健
康
保
険
証

の
記
号
番
号（
後
期
高
齢
者
医

療
の
方
は
被
保
険
者
証
番
号
、

社
会
保
険
な
ど
の
方
は
加
入
保

険
の
種
類
）・
希
望
コ
ー
ス
、
国

保
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
の

方
は
個
人
情
報
確
認
事
務
の
同

意（
私
お
よ
び
世
帯
員
の
市
税

等
納
付
状
況
の
確
認
事
務
を
行

う
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。）を
明

記
の
上
、
保
険
年
金
課
水
中
健

康
教
室
担
当（
〒
443-

８
６
０

１ 

フ
ァ
ク
ス
66
◆

１
１
８
１ 

Ｅ

メ
ー
ル nenkin@

city.gam
a

gori.lg.jp

）へ
。電
話
で
の
申
し

込
み
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。
参

加
の
可
否
は
12
月
24
日
㈮
こ
ろ

ま
で
に
通
知
し
ま
す
。

だ
し
、
身
体
障
害
者
手
帳
を
持

ち
、
そ
の
障
害
の
程
度
が
1
級

か
ら
4
級
の
方
で
、
自
力
に
よ

り
通
勤
が
で
き
、
か
つ
、
介
護

者
な
し
に
職
務
可
能
な
方
）

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

母
子
・
父
子
・
寡
婦
家
庭

交
流
事
業
参
加
者
募
集

と　
き　
12
月
19
日
㈰

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
1
時

集　
合　
し
ら
ゆ
り
会
館

内　

容　

竹
島
水
族
館
の
見
学
、

し
ら
ゆ
り
会
館
で
の
昼
食
、

ゲ
ー
ム
な
ど（
だ
ん
ご
の
お
土

産
あ
り
）

対　
象　
市
内
在
住
の
母
子
、
父

子
、
寡
婦
家
庭
の
方

参
加
費　
小
学
生
以
上　

300
円

※
昼
食
、
入
館
料
の
自
己
負
担
は

あ
り
ま
せ
ん
。

申
し
込
み　

12
月
10
日
㈮
ま
で

に
、
参
加
費
を
添
え
て
㈶
母
子

寡
婦
福
祉
会
し
ら
ゆ
り
会
館

（
☎
69
◆

５
９
３
７
）へ
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

第
3
期
ユ
ト
リ
ー
ナ
水
中

健
康
教
室
参
加
者
募
集

と
き
・
コ
ー
ス

コース と　き

① 1月11日～3月29日
毎週火曜日

午前10時30分～
11時30分

② 1月27日～3月17日
毎週木曜日

午前10時30分～
11時30分

③ 午後7時～8時

④ 1月28日～3月18日
毎週金曜日

午後1時30分～
2時30分

※各コースとも全8回（休館日は休講）

と
こ
ろ　
ユ
ト
リ
ー
ナ
蒲
郡
バ
ー

デ
ゾ
ー
ン

対　
象

◆
国
保
加
入
の
方

世
帯
主
お
よ
び
国
保
被
保
険
者

全
員
に
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な

い
世
帯
の
方

◆
後
期
高
齢
者
医
療
加
入
の
方

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
お

よ
び
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い

方
◆
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
の
方

　

参
加
費
の
実
費
負
担
を
し
て
い

た
だ
け
る
方

※
学
生
の
方
、
オ
ム
ツ
使
用
の
方

は
参
加
で
き
ま
せ
ん
。
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